
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
三
号

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金

の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支

給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所

者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
補
償
金
の
請
求
）

第
一
条
　
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償

金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六

十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に

掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
補
償

金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
て
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求
書
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
請
求
者
が
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

入
所
し
て
い
た
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
い
て

前
号
の
氏
名
と
異
な
る
氏
名
を
用
い
て
い
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
い

て
用
い
て
い
た
氏
名

三
　
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
入
所
し
て

い
た
す
べ
て
の
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
名
称

四
　
前
号
の
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
入
所
し
た
年
月
日
（
退
所
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
入
所
し
た
年
月
日
及
び
退
所
し
た
年
月
日
）

五
　
金
融
機
関
の
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る

者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金

通
帳
の
記
号
番
号

六
　
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年

法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便

貯
金
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
所
又
は

郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
百
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務

を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
っ
て
郵

便
貯
金
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
銀

行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条

第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）
の

業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
郵
便
貯
金
銀

行
の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
で
の
払
渡
し
を
希
望

す
る
者
（
第
五
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
あ

っ
て
は
、
当
該
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称

及
び
所
在
地

七
　
請
求
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

事
項
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
請
求
者
の
生
存
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金

通
帳
の
記
号
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

３
　
第
一
項
の
請
求
書
は
、
現
に
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に

入
所
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ハ
ン
セ
ン
病
療

養
所
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ

て
、
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
補
償
金
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て

署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
請
求
者
が
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に

入
所
し
て
い
た
国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
い
て

前
号
の
氏
名
と
異
な
る
氏
名
を
用
い
て
い
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
い

て
用
い
て
い
た
氏
名

三
　
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
入
所
し
て

い
た
国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
名
称

四
　
前
号
の
国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
入
所
し
た
年

月
日

五
　
金
融
機
関
の
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る

者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金

通
帳
の
記
号
番
号

六
　
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
で
の
払
渡
し
を
希
望

す
る
者
（
第
五
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
あ

っ
て
は
、
当
該
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称

及
び
所
在
地

七
　
請
求
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
請
求
者
の

居
住
地
の
公
的
機
関
が
証
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
同

号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
請
求
者
の
生
存
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
請
求
者
が
入
所
し
て
い
た
国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養

所
に
入
所
し
た
年
月
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

四
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金

通
帳
の
記
号
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

（
支
払
未
済
の
補
償
金
の
請
求
）

第
二
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
未
済
の

補
償
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
て
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求
書

を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び

当
該
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養

所
入
所
者
等
」
と
い
う
。
）
と
の
身
分
関
係

二
　
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
の
氏
名
、
性
別
、

生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
の
死
亡
年
月
日

四
　
金
融
機
関
の
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る

者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金

通
帳
の
記
号
番
号

五
　
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
で
の
払
渡
し
を
希
望

す
る
者
（
第
四
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
あ

っ
て
は
、
当
該
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称

及
び
所
在
地

六
　
請
求
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
請
求
者
の
氏
名
、
性

別
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類

二
　
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
の
死
亡
の
事
実
及

び
死
亡
年
月
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
請
求
者
が
遺
族
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
請
求

者
と
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
と
の
身
分
関
係

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
請
求
者
が
ハ

ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

四
　
請
求
者
が
相
続
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
相

続
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金

通
帳
の
記
号
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

（
支
給
決
定
の
通
知
）

第
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
条
第
一
項
、
第
一
条

の
二
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
請
求
書
を
受
理
し
た

と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
補
償
金
の
支
給
の
可
否
及

び
支
給
す
る
場
合
に
お
け
る
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、

こ
れ
ら
を
請
求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
添
付
書
類
の
省
略
等
）

第
四
条
　
第
一
条
第
一
項
、
第
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
を
提
出
す
べ
き
場

合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
別
な
事
由
が
あ

る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
書
類
の
添
付
を
省
略
さ

せ
、
又
は
前
条
の
審
査
の
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
五
条
　
第
一
条
第
一
項
、
第
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第

二
条
第
一
項
の
請
求
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
請
求
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
並

び
に
請
求
者
の
住
所
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
請
求
者

が
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
六
条
　
前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

第
七
条
　
第
五
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録

は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工

業
規
格
Ｘ
六
二
二
四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二
　
ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、

日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
八
条
　
第
五
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日

本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名

二
　
請
求
年
月
日

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の

支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
改
正

1



法
に
よ
る
改
正
後
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に

対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三

年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者

（
改
正
法
の
施
行
前
に
死
亡
し
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
改
正
法
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
ハ

ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
の
請
求
書

を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
者
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

省
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
請
求
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し

た
請
求
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の

支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償

金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項

第
一
号
の
退
所
者
給
与
金
を
支
給
さ
れ
て
い
る
者
は
、

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
と

み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の

支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
第
二

号
の
非
入
所
者
給
与
金
を
支
給
さ
れ
て
い
る
者
は
、
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み

な
す
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。
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